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平成31年4月2日 令和4年4月1日 令和5年4月1日



　受給資格確認前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け
なければ、「専門実践教育訓練給付金」は受けられません。



及びキャリア形成促進プログラム
［職業実践専門課程については訓練期間が　年、キャリア形成促進プログラムについては専門課程は訓
練期間が　年以上　年未満、特別の課程は訓練時間が　　時間以上かつ訓練期間が　年未満］

の



（受講開始前1年以内に訓練前キャリアコンサルティングを受けたもの）

三分6か月以内

等を記載。
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　令和4年10月1日以降に手続を行う場合、マイナポータルに公金受取口座を登録している方については、
その口座を指定することもできます（公共職業安定所に個人番号を届け出ておく必要があります）。
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